
令和６年度第２回府中市障害者計画推進協議会 会議録 

 

■日 時：令和６年１１月２５日（月）午後２時 

■場 所：府中駅北第二庁舎 ３階会議室 

■出席者：（敬称略） 

＜委員＞ 

曽根直樹、北條正志、中川さゆり、高橋美佳、長﨑昌尚、 

永井雅之、吉井康之、高橋史、星千賢、 

恩田興一、寺澤元一、岡本直樹 

＜事務局＞ 

    福祉保健部長、福祉保健部次長兼生活福祉課長、 

障害者福祉課長、障害者福祉課長補佐、 

子ども発達支援センター所長、障害者福祉課給付係長、 

障害者福祉課主査３名、障害者福祉課主任、障害者福祉課事務、 

地域福祉推進課長、地域福祉推進課長補佐 

■傍聴者：なし 

■議 事： 

１．前回の会議録について            【資料１】 

２．進行管理の進め方について          【資料２】 

３．障害者計画の進行管理及び重点施策について  【資料３・４】 

４．府中市障害福祉計画（第６期）・障害児福祉計画（第２期）の 

進行管理及び成果目標について        【資料５・６】 

５．その他 

■資 料： 

【事前配布資料】 

資料１ 前回会議録（案）  

資料２ 進行管理の進め方 

資料３ 障害者計画（令和３年度～令和８年度）進行管理一覧表 

資料４  重点施策について 

資料５ 障害福祉計画（第６期）・障害児福祉計画（第２期） 

進行管理一覧表（令和３年度～令和５年度） 

資料６ 障害福祉計画・障害児福祉計画に係る実施状況（成果目標関係） 

【当日配布資料】 

席次表 

※修正※【資料１】障害者計画推進協会議事録 

※修正※【前回会議資料５】スケジュール案 
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議事 

 

■会長 

定刻となりましたので、第２回府中市障害者計画推進協議会を始め

させていただきます。本日の会議ですがおおむね２時間程度を予定し

ております。本日午前中に市の福祉施設を２か所見学させていただき

まして、ご参加いただいた皆様ありがとうございました。私も参加さ

せていただきましたが、具体的に現場を見ますとイメージが持ちやす

いと感じました。見学に対応してくださった職員の皆様ありがとうご

ざいました。まずは委員の出席状況について、事務局からご報告をお

願いします。 

 

■事務局 

午前中参加された方、お疲れ様でした。ありがとうございます。そ

れでは本日の委員の出席状況ですが、事前に大村委員、豊島委員、相

賀委員、安岡委員、石川委員の５名の方より欠席とのご連絡をいただ

いております。山口委員から連絡等はありませんが、後ほど参加いた

だけると思います。現段階で１８名中１２名の委員に出席いただいて

おりまして、本協議会規則第４条第２項に規定する定足数を満たし、

会議が有効に成立しておりますことをご報告いたします。以上です。 

 

■会長 

ありがとうございました。１１人ですよね。星委員がまだご到着さ

れていないので、 

 

■事務局 

１１人です。申し訳ございません。 

 

■会長 

１１人ですが、定足数は満たしているということでよろしいです

ね。ありがとうございました。続きまして事務局から資料のご確認を

お願いいたします。 

 

■事務局 

それでは資料の確認をさせていただきます。まず事前に皆様に送付

しております資料として、６点ございます。資料１「前回会議録
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（案）」、資料２「進行管理の進め方」、資料３「障害者計画（令和

３年度～令和８年度）進行管理一覧表」、資料４「重点施策につい

て」、資料５「障害福祉計画（第６期）・障害児福祉計画（第２期）

進行管理一覧表」、資料６「障害福祉計画・障害児福祉計画に係る実

施状況（成果目標関係）」となります。その他、本日机上に「会議次

第」、「席次表」、前回の協議会でご指摘のありました前回資料５

「スケジュール案（修正版）」、「諮問書の差し替え版」、「議事録

の修正のご指摘いただいた資料」を配布しております。お手元にそろ

っておりますでしょうか。もし不足等がありましたら後ほどでも構い

ませんので、事務局の方に申し出いただければと思います。また障害

者計画の冊子（青色）のものになりますが、こちら本日お持ちでない

方いらっしゃいましたらお声がけいただければお貸し出来ますので、

手を挙げていただければと思います。 

 

■事務局 

本日机上に置かせていただいている資料のスケジュール案ですが、

前回からの修正部分についてですけれども令和８年度１０月に記載が

あります⑭「市長への答申について」ですが、前回の資料では下段の

障害福祉・障害児福祉計画のみにしか記載していませんでしたが、上

段の障害者計画についても同様となりますので、上段まで枠を広げさ

せていただいたものに差し替えさせていただいております。また表の

外の右下に記載の実施回数につきましても全１０回と記載しておりま

したが、全６回に書き換えをさせていただいております。次に「諮問

書の写し」についてですが、諮問事項（１）府中市障害者計画の諮問

内容が「適切な推進」のみの記載となっておりましたので、「同計画

の策定について」を追記する必要がありましたので、こちらも訂正し

再度配布させていただいております。資料の確認につきましては以上

となります。 

 

■会長 

ありがとうございました。それでは議事に入りたいと思います。 

 

１．前回の会議録について 

 

■会長 
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議事の１番「前回の会議録について」、事務局からご説明をお願い

いたします。 

 

■事務局 

それでは資料１「第１回会議の会議録（案）」をご覧ください。ま

た本日当日資料で一部事前に修正をいただいておりまして、そちらの

内容も合わせてご覧ください。ご承認いただきましたら所定の手続き

の上、会議録の公開を予定しておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

■会長 

ありがとうございました。修正を申し出になった委員の方、修正点

は反映されているということでよろしいですか。 

 

■委員 

私の滑舌が悪かったこともありますが、修正させていただきまし

た。 

 

■会長 

わかりました。それでは一応これで確定ということにさせていただ

きまして、会議録の公開について事務局の方で進めていただければと

思います。では次の議題に入りたいと思います。 

 

２．進行管理の進め方について 

 

■会長 

議事の２番「進行管理の進め方について」です。事務局からご説明

をお願いいたします。 

 

■事務局 

資料２「進行管理の進め方」について説明をさせていただきます。

「１．進行管理とは」「（１）障害者計画における進行管理」をご覧

ください。障害者計画で定めた１３２個の事業について、障害者計画

推進協議会で点検及び評価をいたします。毎年、前年度の実行・評

価・改善と今年度の計画の確認を行っていただきます。評価の目安に

ついてはその下の図の通りとなります。計画事業の内容の通り実施出
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来たものについては○、計画事業の内容の一部を実施出来たものにつ

いては△、実施しなかったものについては×とさせていただいており

ます。続きまして、「（２）障害福祉計画における進行管理」を説明

させていただきます。障害福祉計画の進行管理一覧表（資料４）に基

づき、令和５年度の進捗状況について、計画量に対する達成状況を５

段階（◎○□△×）で判定しています。計画の確保量によりまして評

価が異なってまいります。８０％以上確保出来たものについては◎、

６０％～７９％のものについては○、４０％～５９％のものについて

は□、２０％〜３９％のものについては△、１９％以下のものについ

ては×になっております。続いて、「２．進行管理の流れ」「（１)各

委員の進行管理手順」を確認させていただきます。事前に送付させて

いただいた各計画の進行管理一覧表を確認していただきまして、判定

に関する意見をまとめておきます。「（２）会議での進行管理手順」

については、会長の進行により各委員の意見などを確認しながら両計

画の進行管理を行います。本日は議事３で障害者計画、議事の４で障

害福祉計画及び障害児福祉計画についてのご意見を頂戴出来ればと思

っています。「（３）協議する際の留意点」「進捗状況」の判定につ

いては「『事業内容』に即して令和５年度の事業が実施されたか」と

いう観点で判定します。なお資料の方では令和２年度と誤って記載し

ておりますので、令和５年度に修正をお願いします。事業内容に記載

してある制度そのものの是非の判断、計画の良し悪しの評価とならな

いよう気を付けていただきたいと思います。以上です。 

 

■会長 

ありがとうございました。初めての委員には手順がわかりにくいか

もしれませんが、こちらの資料３を開けていただきますとこんな感じ

の一覧表が出てくるのですが、ここでいうと令和３年度、４年度、５

年度という計画の評価がありまして、令和３年度と４年度については 

既にこちらの委員会で評価済みということになっております。令和５

年度の評価について、これは評価案ということですので、〇、△、×

についての是非を皆様からご意見をいただきたい、あるいはどうして

こういう評価になったのかというご質問をしていただくということに

なります。それから計画の良し悪しにならないようにというのは既に

計画そのものは議会で議決をされて執行されている計画になりますの

で、今の段階でこの計画が良かったか、悪かったかということは言っ

ても反映出来ませんので、計画に対するご意見については次の計画策
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定の中でご意見をいただいて、今回は立てた計画に対する評価がどう

かという観点からご意見をいただければということでよろしくお願い

いたします。それから非常にボリュームがありますので、なかなか全

てを丁寧に見切れないと思います。おそらく今日は障害者計画の評価

だけで終わり切れるかどうかという感じなのですが、障害福祉計画と

障害児福祉計画については終わり切らなければ次の会議の時にも時間

を取りますので、今日何が何でも全部やり切るというよりも丁寧に評

価を確認していただくということを第一に考えていただけたらと思い

ます。それにしてもボリュームがありますので、今日議論したことも

家に帰って見直してみたらここはやはり疑問があったとか、評価を直

した方が良いのではないかというご意見がありましたら次回また言っ

ていただくことも出来ますので、その旨をご承知いただければと思い

ます。何か進行についてご質問がありますでしょうか。いかがです

か。進行の方は大丈夫ですか。 

 

（発言者なし） 

 

■会長 

では疑問点がありましたら評価の中でも出していただければと思い

ます。 

 

３．障害者計画の進行管理及び重点施策について 

 

■会長 

続いて、議事の３番「障害者計画の進行管理及び重点施策につい

て」ご説明をお願いいたします。目標毎に区切って説明していただい

た後に、皆様のご意見を伺うという感じで進めていきたいと思いま

す。それから事務局からは〇になっているところは基本的に計画を達

成出来たという評価になりますので、達成出来なかった、あるいは△

がついている項目について中心にご説明いただきます。ただ皆さんの

目で見ていただいてなぜこれが〇なのかとか、そういう疑問がありま

したら是非聞かせていただきたいと思います。事務局からご説明お願

いいたします。 

 

■事務局 
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始めに障害者計画についてですが、恐れ入りますが青色の冊子「府

中市障害者計画」の５５ページをお開き願います。２の「計画の基本

目標」として、障害者計画では「障害のある人もない人もお互いに尊

重し合い、市民全てが安心して自立した暮らしができるまち・府中の

実現」に向けて、基本目標１の「協働・連携で進める地域共生のまち

づくりの推進」から基本目標６の「障害のある児童への支援の充実」

まで、６つの基本目標を定めています。７０ページより各基本目標に

向けた取組を記載しておりまして６つの基本目標に対し、１３２個の

事業を位置づけ、目標達成に向けて実施する各事業の内容を記載して

おります。それでは資料３をご覧ください。資料の１枚目が目次とな

っております。２枚目から４枚目が６つの基本目標に対する方針及び

施策、その達成に向けて実施する１３２の事業名、担当課を体系的に

示しております。５枚目以降が１３２の事業に対する進行管理一覧表

となります。各ページの下に小さい文字で申し訳ありませんが、１／

１３２というように示しているのが１枚目の目次に記載しております

ページ数となっております。各進行管理一覧表の中でページ中段から

下段にかけて、青く反転させている部分が今回、事務局で担当課から

回答をいただき、とりまとめた部分となりまして令和５年度の実施内

容、評価、改善の各欄について、全事業の取組状況などを示しており

ます。本日は基本目標毎に区切らせていただき、進行していきたいと

思っております。これから順に各基本目標についてご意見をいただき

ますが、事務局からの説明は基本目標毎に令和５年度の評価欄が△、

×、－と記載されているものについてご説明させていただきます。事

務局の説明が終わりましたら委員の方からご意見をいただくというよ

うな流れとなっておりますので、よろしくお願いいたします。また資

料４につきましては基本目標に対する施策の中で、特に力を入れて取

り組むこととしている重点施策についての進捗状況をお示ししており

ますので、そちらも議論の際にご活用ください。それでは基本目標１

の事業の説明を行います。進行管理一覧表のページ下にある、８／１

３２ページをお願いいたします。目標１は事業番号８番「交通事業者

との連携強化」、計画書では７１ページになります。こちらについて

の評価は△となっております。進行管理表に記載されている内容が評

価理由となっております。目標１については以上になります。 

 

■会長 
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ありがとうございました。目標１「協働・連携で進める地域共生の

まちづくりの推進」については「交通事業者との連携強化」のところ

が△ということで、あとは〇という評価になっています。なぜ△なの

かというとホームドア整備事業が半導体不足に伴う機械製作の遅れに

より、令和５年度中に実施出来ずに事業期間を延長したからというこ

とになっています。若干補足させていただきますと障害者計画という

のは障害者基本法に基づいて作られている計画で所管が内閣府になり

ますので、交通事業者のことが出ていますが幅広く社会で起こってい

る全てのことに対して障害がある人の生活を良くしていくために、こ

ういうことを進めるということを網羅的に策定されている計画になり

ます。障害福祉計画というこの後に検討する計画は厚生労働省が所管

している障害者総合支援法というサービス給付法に基づく計画で、そ

こはサービスの提供量という見込み量を数値で策定していますので、

それが達成されたかどうかということが数字ベースで見ることが出来

るということになっております。補足させていただきました。基本目

標１についてご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。委

員、どうぞ。 

 

■委員 

まず午前中の視察の対応ありがとうございました。勉強になりまし

た。さて進行管理一覧表の基本目標１の事業番号５番なのですが、 

 

■会長 

 ページ数を教えていただいて良いですか。 

 

■委員 

５／１３２でございます。ここは障害がある人の表記について、障

害の「害」の字をひらがなで表記するということについての検討をし

ますということになっております。これは当事者の方々にとって非常

に関心がある部分であれば平仮名で表記するということが早く達成出

来れば良いと思うのですが、注視し検討をするとＲ５もそうなってい

ます。その検討状況というのは過去令和３年、４年、５年と３年間検

討されている具体的な内容、事務局からもしお教えいただければあり

がたく存じます。 

 

■会長 
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ありがとうございました。では事務局からお願いいたします。 

 

■事務局 

「害」の字の表記についてということはこの協議会以外でも市民の

方からも「害」の字を漢字で使うことによってイメージがよくない、

阻害の「害」の字を使っておりますので、そういったところからそう

いうイメージが強く、平仮名表記にしてはどうかというご意見も寄せ

られています。現況といたしましてはその都度検討しているのです

が、そもそも国の事業等に関して障害の「害」の字を平仮名表記に直

すというところまでは議論が進んでいない状況にありまして、基本的

には国の事業等を踏まえて本格的に国の方で「害」の字を平仮名表記

で周知を図るということであれば、府中市の方でも検討していこうと

いうふうには考えている状況で、現在はそのまま漢字表記を使わせて

いただいている状況です。 

 

■委員 

ありがとうございます。国の方の対応を見守っている、待っている

ということでもし「害」の字を平仮名表記にすれば、国に合わせてや

っていくということの検討という意味でよろしいのでしょうか。 

 

■会長 

では事務局からお願いします。 

 

■事務局 

その通りでございます。 

 

■委員 

ありがとうございます。そうすると検討しているということ自体が

〇ということなのですね。達成されたから〇ではないということでご

ざいますか。わかりました。参考までに内閣府の共生社会政策統括官

のホームページによると、１０の道府県と５の政令指定都市では

「害」の字が平仮名表記になっているようです。これは待っていると

いうだけではなく率先して出来れば良いということで、これは計画の

良し悪しの議論になってしまいますので、今は控えておきます。あり

がとうございました。 
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■会長 

ありがとうございました。「害」の字をどうするかというのは様々

な議論があるところで、委員が一番詳しいと思いますが、何か補足は

ありますか。 

 

■委員 

補足というほどではありませんが、あまり漢字は悪くないというか

そういう感じです。どちらかというと社会をどう変えていくかという

ことの方に重きを置いているような印象が、ここ最近では多いのでは

ないかなと思います。一時盛んにそういった議論がされていた時期が

ありました。私自身も含めてあまりそこまでこだわってはいない感じ

はあります。 

 

■会長 

ありがとうございます。一度平成２１年か２２年ぐらいに内閣府で

検討されたのですが、その時に最終的には結論が出ませんでした。な

ぜかというと１つは障害の社会モデルということが言われるようにな

ってきて、障害があるのは本人ではなくて社会の方だというような認

識もだいぶ強くなってきていまして、だとするとむしろ「害」の字を

平仮名表記にするよりも社会に害があるのだから「害」でもいいので

はないかというそういった論調も実は当事者の方を中心にあります。

もう１つは碍子の「碍」という字を当てるというのが元々そういう漢

字だったのではないかという国語的な解釈もありまして３つの説があ

ります。このまま障害の社会モデルなのだから「害」の字で良いとい

う意見、平仮名表記で「がい」というふうに柔らかく表現した方が良

いのではないかという意見、碍子の「碍」というそもそも日本の漢字

が使っていたものを当てた方が良いのではないかという意見で、結局

それは内閣府で当事者の方達も参加した会議の中で出なかったので、

今のところ府中市としては情勢を見守っているということと私は理解

しました。もし積極的に見直しても良いのではないかというご意見が

あれば計画策定の委員会の中でも議題としてご提案いただいても良い

と思います。考えることが大事だと思います。他にいかがでしょう

か。はい。委員。 

 

■委員 
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事業番号７番、７／１３２ページですが、バリアフリーマップをホ

ームページにも掲載したということでございますが、見させていただ

くと更新が２０２１年５月６日のままになっている。そうなると令和

３年は〇で良いと思いますが、令和４年、５年は更新していないので

更新を〇とするならばここはやっていないということで未実施、×に

なるのではないかと思うのですが更新日時の入れ忘れなのかもしれま

せんが、そこは気付きの点でした。以上です。 

 

■会長 

ありがとうございました。事業計画が情報を提供するということな

のかな。ただ、改善のところで更新を行うと前年度に書かれていて更

新されていなかったということですので、前回の改善点が達成されて

いないというご意見だと思いますが、事務局はいかがでしょうか。 

 

■事務局 

事実関係が違っていたら次回にご報告したいと思いますが、公共施

設のバリアフリーの更新の状況が変わらなかった場合には、施設の情

報更新がないというケースもあると判断しておりますのでその辺があ

ったのか、なかったのかというところも含めて確認をさせていただい

て、もしそういったところで更新されているのに〇という判断がある

場合にはまた改めてその結果について、お示しさせていただきたいと

思います。以上です。 

 

■会長 

ありがとうございました。一応、公共施設、駅、公園等というふう

になっておりまして、等に何が入るかということは読み取りづらいで

すが、実際に設備が変わっていなければ更新出来ませんので、確認し

ていただいて次回報告ということでよろしいですか。 

 

■事務局 

はい。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。細かく点検していただいてありが

とうございます。他にいかがでしょうか。よろしいですか。はい。委

員。 
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■委員 

勉強不足ですみません。事業番号９番、９／１３２のところで以前

から言っていたことなのですが、だれでもトイレから車椅子使用者対

応トイレに表記が変更されたと書いてあるのですが、これは誰でも使

いやすいトイレを整備するということですが、そういう名前になって

いて実際に着工されて整備されているから〇で、障害をお持ちの方以

外も使っているかどうかというようなことはわかるものなのでしょう

か。〇なのだろうけれども、全ての人が利用しているのかというのは

わからなかったので、トイレを整備すれば良いということであれば〇

で良いとは思うのですが、トイレの名前が車椅子使用者対応トイレと

なっているが、この名前を変えた理由があると思うのですが、そうす

ると全員が使えるのかどうかが気になったので、進捗状況として〇な

のだろうと思っただけです。 

 

■会長 

全ての人が利用しやすいトイレを整備していくと書いてあるのに、

車椅子使用者対応トイレというふうに表記変更したら全ての人が使い

にくくなるのではないかというご質問という理解でよろしいですか。

事務局から名称変更の経緯をお願いいたします。 

 

■事務局 

まずだれでもトイレという幅広く使えるトイレを整備していくとい

うのが元々で、誰でも利用しやすいトイレを整備していくということ

があったと思うのですが、社会的な事件等もございまして、そこにつ

いては健常者の方が違う用途で使ってしまうようなことがあり、誰で

も使えるトイレという表現自体が良いのかという議論もありまして、

東京都の方で示すような車椅子使用者対応トイレということで公共施

設については変更したと捉えております。ただ基本的に従来だれでも

トイレという形で整備していた内容から何か仕様が変わるかというと

そういったことではなくて、本来特に使ってほしい方が使えるトイレ

ということで車椅子使用者対応トイレというふうに記載させていただ

いているのですが、それについては順次各公園で整備をしていってお

りますので、そういった評価の中で〇というふうに記載されている状

況になっていると捉えております。学校とかでもだれでもトイレとい

う形でこれまで周知してきていて、その中身が例えばオストメイト対

応とか、大きなベッドマットがあるとか、子供のおむつ交換台がある
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トイレとか、いくつか仕様がありますが、そういったことについてこ

れまではだれでもトイレと呼んでいましたが、表現として良いのかと

いうところもありましたので、そこは公共施設として誰でも使えるよ

うな場所ではないということもありまして、この場合はみんなのトイ

レという形でいろいろな用途で使えるトイレという位置付けにして整

備したということもありますので、そういった形の中で表現について

は公共施設という位置付けの中で社会的な事件の背景のところも踏ま

えて、名称変更になったというふうに捉えていただければと思いま

す。 

 

■会長 

はい。委員。 

 

■委員 

いろいろと教えていただいてありがとうございました。わかりまし

たので助かりました。 

 

■会長 

これは東京都が名称変更をしたので、それに合わせたということで

よろしいのでしょうか。そういうご説明だったと思いますが、 

 

■事務局 

明確には確認させていただいて、違うようであればお答えしたいと

思います 

 

■会長 

これも当事者委員がこういったことについて詳しいかと思います

が、何か補足はありますか。 

 

■委員 

特にないです。 

 

■会長 

ないですか。例えば駅のエレベーターとか、バリアフリートイレが

出来た当初は車椅子を使っている人が優先という意識があったと思う

のですが、良いことという側面もあると思うのですが、誰でも使えて
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便利だということが認識として広まっていって、結果として車椅子の

人が使いにくくなってしまっているようなことが時々インターネット

などでも当事者の方からアップされる、せっかくバリアフリートイレ

に行ったけれども普通のトイレでいい人が先に入っていて使えなかっ

たとか、エレベーターに乗ろうと思ったら全く健康な人が先に乗って

しまって車椅子の人がなかなか乗れなかったというような書き込みが

あるので、そういったバリアフリートイレが必要な人が優先というよ

うな意識を醸成するためにこういう名称に変えたのではないかと私は

理解したのですが、たぶんそういったことが背景にあるのではないか

と思います。あと先ほど事務局からも補足がありましたが、バリアフ

リートイレの中で犯罪的なことがあったというようなこともあると思

います。注意喚起という意味合いもあるのではないかと思います。他

にいかがでしょうか。 

 

（発言者なし） 

 

■会長 

よろしいですか。それでは目標１については以上とさせていただき

まして、続きまして目標２のところのご説明をお願いいたします。 

 

■事務局 

目標２につきましては２つの事業がございまして、１つ目が事業番

号３５番「ジョブコーチの活用」のところになります。計画書のペー

ジですと７８ページに該当します。こちらは評価が△となっておりま

して、理由としては前年度より件数が減少しているというところにな

っております。もう１つが事業番号４２番「障害者活躍推進計画の策

定と推進」というところになります。こちらも計画書のページと同様

７８ページとなっております。こちらも△となっております。実施内

容の中に評価理由の記載がございますのでご覧ください。以上です。 

 

■会長 

評価理由を簡単にご説明していただいて良いですか。そうしないと

説明にならないと思うので。 

 

■事務局 
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評価理由を簡単に読み上げさせていただきます。評価理由は「令和

５年度においては、昨年度に引続き一定数の採用を行うことが出来た

が、令和６年６月１日時点では法定雇用率を下回る見込みである。特

に時間額制会計年度任用職員については、庁内の配属希望課が少ない

ため、令和６年度においても障害のある職員の働きやすい環境の整備

及び受入態勢を整備することを目的として、引き続き障害者理解促進

研修を実施し、障害のある職員と働くことについての理解促進に努め

る。また採用後の障害のある職員等に対する支援についても、他自治

体の好事例の研究等、定着に向けた取組についても継続して行う。ま

た相談窓口の活用について、障害のある職員だけでなく、一緒に働く

職員にも周知を行う」というところが改善案としては出ております。 

 

■会長 

ありがとうございました。要するに障害者雇用促進法上の法定雇用

率を今年も満たすことが出来なかったので、△ということでこれは継

続して大きな課題になっていると思います。目標２は以上でご説明は

よろしいですか。 

 

■事務局 

はい。 

 

■会長 

はい。ではご質問、ご意見をお願いしたいと思います。はい。委

員。 

 

■委員 

事業番号４１番、ページで言うと４１／１３２なのですけれども、

事実関係を教えていただきたいのですが令和３年、４年、５年の執行

額が毎年度減ってきているように見えます。この減少の背景や理由な

どはお聞かせいただけますか。 

 

■会長 

事務局からお願いいたします。 

 

■事務局 
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はっきりしたことまでは申し上げられないところもあるのですが、

以前は優先調達の関係で庁内に向けた説明会などを開催いたしまし

て、市全体的に障害者を、言い方おかしいのかもしれませんが仕事に

対して率先して利用していきましょうということを進めてきたところ

もあるのですが、近年説明会や趣旨を説明する場を今は行ってきてい

ないのでそれで全体的に薄れてきてしまったということと市としても

事業を減らす傾向と言いますか、見直しを行いながらまたスクラップ

＆ビルドで新しい事業を進めていくとか、そういった中で全体的なバ

ランスとして減ってきているのではないかという印象を持っておりま

す。 

 

■委員 

ありがとうございます。これは予算額そのものが減らされていると

いうことではなくて毎年度同じ程度付いているが、おっしゃった通り

説明会の頻度が減ってきていることもあり、意識が十分に行き渡らず

こういう発注が少なくなったというそういうところでございますか。 

 

■事務局 

その通りでございます。 

 

■会長 

私からも、これは役所から業務委託をしたものと公的機関や民間企

業からの受注額の総額ということでよろしいのですか。 

 

■事務局 

これは市の予算の範囲になります。 

 

■会長 

そうすると令和３年に比べて１４００万円の減で結構な減少だと思

うのですが。○で良いのかという気がしてしまう。 

 

■委員 

それを議論したいところですが、今日は事実関係だけの確認をさせ

ていただきます。 

 

■会長 
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今日評価を検討する場なので、〇でよければ良いのです。 

 

■委員 

説明の頻度が減っているというのであれば、こういうものでどんど

ん使ってもらいたいと言われる作業所もあろうかと思うのでむしろや

っていただきたい。お忙しいとは思うのですが、説明の頻度を高めて

いただいて出来るだけ発注がかかるようにしていただくと作業所も潤

うではないかなと思っております。こういう意見は良くない。 

 

■会長 

 いや良いのです。 

 

■委員 

そういう意味では△の方が良いのではないかと思います。 

 

■会長 

そうですよね。これが〇になってしまうとまた下がっても〇という

ことになってしまい、歯止めが利かなくなってしまうと思います。皆

さん、いかがいたしましょうか。△、〇、委員、何かご意見あります

か。 

 

■委員 

そういう反省があれば下げてもいいような気がします。どういう工

夫があればそういう発注がどんどんかかるようになるのかみたいなこ

とはやったほうがよいと思います。 

 

■会長 

そうですよね。そうすると改善ＡＣＴのところの引き続き安定確保

に努めるということではなくて、さらに周知を進めるように努めると

か、そういう記述がないと毎年同じＡＣＴになってしまっていてどん

どん下がっていく一方なので、変える必要があるのではないかと思い

ますが、事務局から何かありますか。 

 

■事務局 
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この３０００万円の調達の実績を調べておりますので、もしよろし

ければ一旦先に進めておいていただいて、わかったものを後ほどお伝

えさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

■会長 

はい。わかりました。これは保留ということにさせていただいて次

に行きます。他にいかがでしょうか。委員、どうぞ。 

 

■委員 

先ほど事務局にご説明いただいた事業番号３５番の「ジョブコーチ

の活用」のところに関してですが、ページで言うと３５／１３２。こ

ちらが△ということの評価で改善のところで「ジョブコーチの実施主

体は市ではなく、企業が実施元に直接依頼することが可能なため」と

いうことが書いてあるのですが、そもそも８件から２件になってそれ

で△というような評価をしているのだと思うのですが、ジョブコーチ

の数だけを評価するのであれば、ジョブコーチ支援を実施しているの

が東京都内には東京ジョブコーチと障害者職業センターという大きい

団体が２つあります。そちらの方に府中市民に対してジョブコーチ支

援がどのぐらい実施されたかというところの確認をしていただくこと

の方が正確な活用数というのが出るのではないかというふうに思いま

す。我々はみ～なで数を出したものがそのまま評価されているのだと

思いますけれども、我々はごく一部の障害者就労の支援ですので、府

中市民の方でみ～なを使わないで就労されている方が大勢いらっしゃ

ると思いますので、もしそのジョブコーチの活用を数で取るのであれ

ば、先ほど申し上げたような実施団体に直接確認をいただく方が正確

な評価になろうかと思いますがいかがでしょうか。 

 

■会長 

では事務局いかがでしょうか。件数の把握の方法ということですよね。 

 

■事務局 

 貴重なご意見ありがとうございます。評価の仕方については同じもの

で一定のところで捉えているというところで、先ほど言ったみ～なの一

部で当たっているところの評価という形を取っていたのですが、ただ今

の話をいただいたところでもう少し全体的にジョブコーチの活用実態

を捉えられるような指標があるということであればそういったものに
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修正していく必要があるというふうに思いますので、検討させていただ

ければと思います。 

 

■委員 

 ありがとうございます。 

 

■会長 

 それはどこに聞けばわかるのですが。 

 

■委員 

 ２団体ありまして、ほとんどが公的ないわゆる利用する側のお金が掛

からないで利用出来る事業としては、東京障害者職業センターと東京ジ

ョブコーチ支援という事業が仕事財団でやっているところです。それが

公の団体で我々も活用する時はその２団体のどちらかという形をとっ

ていますので、そちらを使っていただくと都内の府中市民がジョブコー

チ支援を受けている数がおおよそ把握出来るのではないかというふう

に思います。 

 

■会長 

 これは府中市民の障害がある方がジョブコーチを受けた場合に１件

とカウントするということですか。 

 

■委員 

 この２件というのは我々の就労支援センターみ～なの方が提出して

いる数だと思うのですが、我々は援護元が府中市の方しか支援の対象に

はなっていないので、府中市民で就労支援センターみ～なを使っている

障害者の方というのは全部ではないです。本当に働いている方の一部に

しかならないので、もう少し全体を把握するのであればというところで

いうと申し上げた通りということですね。 

 

■会長 

 その２つの団体は言ってみると援護の実施主体まで把握出来ている

ということでしょうか。 

 

■委員 

 そうですね。在職者の住所は把握されているはずですので、それはお
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わかりかと思います。 

 

■会長 

 ではそうやって府中市民で利用している人数を教えてくれる。 

 

■委員 

 可能だと思います。 

 

■会長 

 わかりました。ではそこは少し事務局の方で問い合わせていただくと

いうことで良いですか。 

 

■事務局 

 先ほどの１つ前の優先調達法の関係なのですけれども、令和３年度か

ら５年度までの実績の中で令和５年度が３３００万で令和４年度が３

８００万円でその前の令和３年度が４７００万円という状況になって

いるのですけれども、基本的に令和５年度については３３００万円のう

ちの２６００万円ぐらいが障害者の方達が公園清掃とかを行うことな

どに作業賃を払っているものになりまして、それ以外に４００万円程度

学童クラブの間食品の物資の供給などがあります。それ以外に各課で除

草とか、ポスター掲示とか、そういったものが約３３００万円というふ

うになったのですが、令和３年度と４年度につきましてはこの５年度に

払っているものに加えて防災備蓄用品の調達が出来る事業者にそれぞ

れの差額分ぐらい防災備蓄品が年度によって期限が切れるとかという

ことで大量に買わないといけないとか、必要な避難物資を用意しなきゃ

いけないところでそちらを障害者の作業団体の方に購入の優先調達を

しておりまして、その差額分が５年度との差になっているような状況に

なっております。ベースとしてはこれまで府中市が取り組んでいるとこ

ろから何か大きく変わったというところはなく、障害者福祉課の方もな

るべくそういった意識は低下しないように各課に働きかけを行ってお

りますので、維持出来ているのかなというふうにこの状況からは捉えら

れます。以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。今のご説明だと時期的に上振れする年があ

ると言いますか、そういうことなのですね。ベースは変わってないと。
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そうすると最初のご説明があった周知不足という話ではないというこ

とでよろしいですか。もしかしたらそういったこともあったかもしれま

せんが。 

 

■事務局 

 事務局側の方も落ち込まないように周知はしているとは思うのです

けれども、少し閉塞感というものはあるかもしれないのでそういった意

味では落ち込みが出た時には、周知不足もあるというところがなかなか

捉えにくいところはあるのですけれども、ただ今回のこの期間で言いま

すと災害物資のところが大きい影響しておりまして、なるべく落ち込み

がないように事務局としても各課への周知はしていきたいというふう

に思っております。以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。これだけ変動があると障害のある方の給料

も変動してしまうでしょうから、なるべく他に何か仕事がないか探して

いただいて近点化出来るような努力をしていただけると良いのではな

いかと思います。そうするとこの評価は〇でよろしいでしょうか。 

委員 

 私個人の意見は、別に市役所が一生懸命頑張っていらっしゃっている

ので叩きたいという思いは全くないので、実際ベース周知していても努

力しているということであれば僕は〇で結構だと思います。ただそこの

ところがベースは変わらないが、落ちているというのが正直追い詰めら

れているのであれば△になるのも仕方がないと思っております。 

 

■会長 

 ありがとうございました。ただＡＣＴのところはもう少し具体的に記

述していただく必要があるのですかね。例えば令和３年、４年について

は災害備蓄用品で発注額が増えたけれども、令和５年はそれがなくて、

この金額になったので、落ち込みがないように今後努めていきたいとい

うような記述に修正していただくというのはよろしいでしょうか。 

 

■事務局 

 そこがわかりやすいように記述を直させていただきたいと思います。 

 

■会長 
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 ありがとうございます。そうしないと次に繋がらないですからね。先

ほどのジョブコーチのところに戻りまして一応そういう実態の把握の

仕方があるということなのですよね。 

 

■委員 

 あとは就労移行支援事業所から就職をされてそこの就労移行支援事

業者が定着する中でジョブコーチ支援を使われることとかもあると思

うので、そこに関しては就労支援センターみ～なの他に市内の就労移行

支援事業所から就職された方の調査というものもあるともう少し実態

が見えてくるのかなという感じはします。 

 

■会長 

 わかりました。そうすると実績の把握の方法を変えないといけないと

いうことになりますよね。 

 

■委員 

 そうですね。我々のみ～なの中ではタイミングによってジョブコーチ

をすごく使うタイミングとそうではないタイミングというのがあるの

で、一概に数でジョブコーチ支援が使われていないというのでそこで評

価をされるのとは少しずれてしまうかなという印象はあります。 

 

■会長 

 わかりました。ただ少し気になるのは令和３年の時に研修会をしたと

書いてありますよね。ジョブコーチ制度及びジョブコーチを活用した企

業による講演を実施した。そこが行われていなくて、実績が下がり気味

というところは少し気になっていました。 

 

■委員 

 令和３年に行ったのは雇用相談会という企業向けとか、関係者向けに

行っているのですけれども、そのテーマとしてジョブコーチの活用の方

法というものを取り上げたというものなのですね。これは毎年テーマが

変わってくるのでちょっと違うのですけれども、４年度はやってないか

ら減っているということではなくて、先ほど申し上げたタイミングによ

ってジョブコーチ支援が必要な人が多いタイミングであれば依頼する

件数も多くなる。安定してお仕事をされている方が多い時はその依頼を

するのが少なくなるというような形と思っております。 
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■会長 

 そうすると一定度企業はジョブコーチの活用についてはもう既に十

分に理解しているということが前提になると思うのですけれどもそう

思ってよろしいですか。 

 

■委員 

 一概にそうとも言えないのですが、このテーマを取り上げたというの

が令和３年度はあるのですが、そのジョブコーチの啓発が何というか、

本来であれば２事業所がジョブコーチ支援についてはもっと啓発を自

分の事業については啓発をしていただくと良いと思っているのですけ

れども、我々が取り上げた中では雇用相談会という毎年やっているイベ

ントのテーマを決める時にこれを取り上げても良いのではないかとい

う話題が出たので、この年はこれを取り上げたというようなそんな状況

です。 

 

■会長 

 それでみ～なの利用件数はどういう要因かはわからないけれども、令

和５年度は少なかった。だからもう１回こういったジョブコーチ活用に

対する、企業に対する周知活動をやるというのは普通に考えると改善に

入ってくるのかなというふうに思うのですけれども、そこはいかがでし

ょうか。 

 

■委員 

 そうですね。ニーズとしてそういうテーマを求められているかどうか

というのもあると思うのですよね。その企業側にこの時のテーマという

のは我々が知ってほしいというところでこのテーマを取り上げてイベ

ントを行ったのですけれども、ただ数としてすごく企業の方が集まった

かというとそうでもなかったというのが実態としてあるので、それより

は障害者就労の話題というのは年々変わってきている部分があるので、

その時々のタイミングにあったテーマを行っているというのが雇用相

談会のやり方にはなっています。 

 

■会長 

 雇用相談会に特化しなくて良いと思うのですけれども、例えば企業に

対するジョブコーチがありますと周知するといういろいろなやり方も

あるのかな。 
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■委員 

 それが我々の役割なのかどうかというとちょっとどうかと思うとこ

ろはあるのですよね。本来であれば実施事業者がいますのでそちらの

方々がよりジョブコーチ支援というものの実施を啓発するものかなと

いうふうに思います。 

 

■会長 

 委員、どうぞ。 

 

■委員 

 職親会というものがありまして、それは障害者の雇用を中小企業に対

してやっている法人があるのですよね。そこの話を僕は理事長とかと話

した時に広報は必要だとジョブコーチという存在が、中小企業の人達は

障害福祉の問題をよく勉強していない人達が圧倒的に多いので、それは

繰り返し、繰り返し、刷り込みというのが必要というのを伺ったことが

あってそういうジョブコーチというのがあるのかどうか、我々だけが面

倒を見なくちゃいけないというわけではないということがわかれば、前

向きになるかなということも考えられるので、もちろんみ～なの方で全

部やらなくてはいけないとかそういうことを申し上げているのではな

くて、改善の方で今後は工夫が必要かもしれませんが周知徹底とか、広

報強化ということはあっても良いのかな。法定雇用率も精神については

高まっていきますから次はやっていただけば良いのかな。あまりここは

議論が入ってしまうと先の話になってしまうのでここで止めます。 

 

■会長 

 ありがとうございました。私がえっと思ったのは、これは市の計画で

すから市のＡＣＴとして書くわけじゃないですか。み～なは社協ですよ

ね。 

 

■委員 

 事業として委託を受けているのであれば市の事業。 

 

■会長 

言いたいことはわかるのですけれども、ただみ～なとしてと言ってし

まうと社協の計画みたいになってしまうから、市としてやるべきだとい

うことを我々は議論をしなくてはいけないという認識かなと思ったの
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ですけれども。 

 

■委員 

 そういうことであればその通りです。 

 

■会長 

 それをみ～なにやってもらおうと思うのか、もっと他の方法をとるの

かというというのは市が判断することだと思いますけれども。 

 

■委員  

 そうですね。ジョブコーチの定数の数がこの我々の事業を元にという

ところだったので私もそのように答えてしまったのですけれど。 

 

■会長 

 わかりました。件数についてはもう少し幅広くジョブコーチを提供し

ているみたいなので、そういったところを包括的に実績として把握出来

るように今後は少し工夫していただくということと、現状では２件とい

うことでこれまでよりは１／４になっているという結果ではあります

ので、もう少し広報について今後努めていくという一文を加筆していた

だくということでいかがでしょうか。よろしいでしょうか。あとはいか

がでしょうか。私は法定雇用率のところについては、これは前回もすご

い議論があって一応△とはしたのですけれども、結局法定雇用率を達成

してないというのは障害者雇用促進法上、違法状態になっているという

ことなのですよね。違法状態で△という評価ってあるのかなと前回も申

し上げたのですが。でも今後努力して達成していきますということで前

回は△に妥協しましょうと確かそんな議論だと思うのですよね。ただ結

局もう１年やったところ達成出来なかったということなので、今回はや

はり×ではないかと私は思うのですけれどもいかがでしょうか。何か事

務局の方でありますか。この間こういう努力をしたけれども達成出来な

かった何かやむを得ない理由があれば△でも仕方がないのかなと思う

のですけれども。 

 

■事務局 

 担当課の方で去年評価いただいたことを踏まえまして、現状がどうな

っているのか確認させていただいたところではあるのですけれども、実

際法定雇用率までは達していないという状況もありますが、年々雇用率
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は増えて来てはいる。加えまして職員から月額制の方、日額制の方とい

うことで単純にアルバイトの方に関しても障害者雇用を進めていくと

いうような動きにだいぶ幅が広がって来ている状況もありますので、今

後更に増えていくということを期待しつつ△ということにさせていた

だいているところではあります。以上です。 

 

■会長  

 そうすると具体的な今の法定雇用率この３か年の数字を教えていた

だいてよろしいでしょうか。 

 

■事務局 

 今はちょっとはっきりしていないのですけれども。 

 

■会長 

 そうすると上がってきているという根拠はどうなりますか。 

 

■事務局 

 そのメモを職場に置いて来てしまいました。確か２から２．１、２．

２とか本当に徐々に上がって来ているという。 

 

■会長 

 自治体の法定雇用率は何パーセントでしたでしょうか。事務局、わか

りますか。 

 

■委員 

 地方公共団体は２．８ですね。 

 

■会長 

 そうすると２．１とか２．２はだいぶ差はあるような気がするのです

けれども、ここもきちんと数字を出していただいてそれに基づいて次回

評価でよろしいですか。もし２．８で２．１だったらこれは△とは言え

ないのではないかと率直に思いますので、次回確認ということで今日は

これでお願いしたいと思います。では基本目標２のところで他にいかが

でしょうか。よろしいですか。この調子でやっていると全然終わらない。 

 

■会長 
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基本目標３についての説明をお願いします。 

 

■事務局 

 目標３のところには○以外の評価のところはなかったので今回読み

上げるところはないです。 

 

■会長 

 ありがとうございました。基本目標３については全て○ということで

すが皆さんからご意見もしありましたらよろしくお願いします。委員、

どうぞ。 

 

■委員 

 目標３の４４番。こちら側の実施内容のところで府中市の障害者差別

解消支援地域連絡会議を２回実施し、障害者差別解消に向けた効果的な

普及啓発等について意見交換を行ったというものなのですが、この会議

の構成メンバーというのはどういう形なのでしょうか。 

 

■会長 

 事務局からお願いいたします。 

 

■事務局 

 障害者差別解消支援地域連絡会議の構成メンバーですが、令和６年度

に改正しまして細かい委員の構成という形でよろしいですか。現時点で

多摩府中保健所、府中公共職業安定所、府中警察署生活安全課、権利擁

護センターふちゅう、地域生活支援センター、東京都宅地建物取引業協

会府中稲城支部、武蔵府中商工会議所、当事者家族関係者団体が４名、

法律事務所の弁護士、民生委員の方、府中市職員及び教育関係で構成さ

れています。以上でございます。 

 

■委員 

 それは令和６年度の構成メンバーですよね。５年度も同じですか。 

 

■事務局 

令和５年度もほぼ同じメンバーで実施しておりまして、一部異動等で

いらっしゃっている委員は変わっているところもございます。 
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■委員 

 それで会議の方で一応問題になっているのはどういうことなのでし

ょうか。 

 

■事務局 

 会議の方で問題になっているところとしましては、いろいろと普及啓

発の冊子であるとか、マニュアル等もいろいろな団体から作成されてい

るのですが、興味のある方しか手に取らないというところに課題がある

ので、普及啓発向けの印刷物等の作成よりももう少し手に取られやすい

もの、情報発信の方法を工夫していこうということで現在動画作成によ

る意識をしていなくても目に入るような形での普及啓発を検討してお

ります。以上です。 

 

■委員 

 ありがとうございます。ではここの○というのは会議を開催したから

○ということですよね。意見交換を行ったということで○、効果的普及

啓発についての内容はこれから考えるというところでよろしいでしょ

うか。 

 

■事務局 

 普及啓発の方法として動画作成に取り組もうということで現時点で

は話が進んでいるところで、引き続き動画の内容等は詰めていくような

形となっております。またそれらが一段落したらまた次の普及啓発の方

法や更なる課題の検討をしていく予定です。 

 

■委員 

 わかりました。ありがとうございます。その辺がＡＣＴ改善の内容と

して書いていただければもっとわかりやすかった。あとこれだと会議を

やればそれでもう改善しているみたいな内容に取られているかなと思

ったものですから、内容の方を聞いてみたのですが改善の方法をきちん

と取っていることはわかったので○になるなと思います。以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。実施内容のところに具体的なことを書いて

いただくということですかね。動画を作ったとか。他にいかがでしょう

か。委員。 
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■委員 

 今のご指摘の障害者差別解消支援地域連絡会議もそうなのですが、ち

ょっとバックして事業番号１７の地域自立促進会議も同じようにやっ

ていらっしゃるのですけれども、僕が聞き逃しているかもしれませんが

当事者の方が全体何名で当事者、身体・知的・精神とかの形で当事者の

方が何名というのは教えていただくことは可能ですか。この差別解消支

援連絡会議、それから地域自立促進会議について。 

 

■会長 

 地域自立支援協議会ですね。事務局からお願いします。 

 

■事務局 

 先に自立支援協議会の当事者の数ですけれども、全体の委員が１８人

いらっしゃいましてその中で１人が当事者となっております。それ以外

に当事者及び当事者の家族という形での成立になっておりますので、そ

ちらが一応５人以内という形になっておりまして、障害当事者が２人、

家族が３人の５人当事者と家族という形で出ていただいている状況で

す。 

 

■会長 

 あと差別解消支援地域連絡会議ですか。 

 

■事務局 

 差別解消支援地域連絡会議の方は当事者及びその家族で定員が４名

となっておりまして、当事者が２名、家族会が２名となっております。 

 

■委員 

 差別解消支援地域連絡会議の全体人数は。 

 

■事務局 

 １５人中の４人です。 

 

■委員 

 わかりました。コメントなのですが、国の方の障害者政策委員会はか

なり障害者の人が多く出ている。前回第１回目の会議で委員あるいは副

会長からもご指摘があった通り、ここに１人しかいらっしゃらないとい
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うのはいかがなものかなと。委員が３つの障害を代表してというのも非

常に無理があろうかと思いますので増やしていく必要はあろうかと思

います。これは今後の話なのでこれ以上はやめておきますけれども以上

です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。事務局からこの点については何か検討して

いただいた経過があったのですよね。ご報告をお願いします。 

 

■事務局 

 最後にご報告させていただこうと思っていたのですけれども、前回の

協議会の中で当事者の方の追加についてご意見いただいておりまして、

事務局の方でも少し確認をさせていただきました。今回委員の定数につ

きましては府中市の附属機関の設置等に関する条例の方で定めており

ましてこの協議会については１８名というふうに規定しております。現

在１８名の委員の方に委嘱をしている関係で今の委員定数の上限いっ

ぱいまで委員数がある形になりますので、追加が出来ない状態となって

おります。前回今回とご意見いただきましたので、次期協議会の設置時

に委員の定数とその内訳について改めて議論させていただきたいと思

っております。以上です。 

 

■会長 

 委員、よろしいでしょうか。 

 

■委員 

 はい。 

 

■会長 

 ご検討いただいているということで。他にいかがでしょうか。私から

１つ良いですか。４７／１３２の成年後見制度利用促進協議会なのです

けれども、ここの改善ＡＣＴのところで成年後見制度利用促進協議会が

１年に２回のペースで開催する予定であるというふうに書いてあるの

ですけれども、これ令和５年は終わっているので予定であるという意味

が何を指すのか教えていただけたらと思いました。お願いします。 

 

■事務局 
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 すみません。ＡＣＴの部分につきましては継続的に行われていく事業

ですと翌年度につながる内容になっていると認識しておりまして、令和

６年度に向けてペースを記載しているということにしております。 

 

■会長 

 だとすると令和４年にも１年２回のペースで開催する予定であると

いうふうになっていて、もし既に行っているとしたら同じことをやって

改善に繋がるというふうな記述になるかなと思うのですけれども、これ

が改善に結びつく理由というのを教えていただいてよろしいですか。ど

ういう観点でこれが改善に結びつくというふうに記述されたのでしょ

うか。 

 

■事務局 

 詳細につきましては主管課の方とも確認させていただいてこの内容

については次回の会議でご報告させていただければと思います。 

 

■会長 

 わかりました。ありがとうございます。では次回ご報告をお願いいた

します。では目標３について他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

 

■会長 

続きまして、基本目標４についての説明をお願いいたします。 

 

■事務局 

 目標４のところでは１つございます。事業番号が５１番のサービス等

利用計画を作成する事業所の拡大というところになります。計画書では

８２ページとなっております。こちらは評価が△となっておりまして事

業内容としては事業者のサービス等利用計画作成への参入を促進し、全

ての障害福祉サービス利用者に対し計画が作成され、適切なサービスの

利用が出来るよう支援を促進するというところになっております。現状

では事業所の受け入れが足りないというところで引き続きサービス等

利用計画の周知を実施するとともに、広く利用されるための方策を検討

していくというのが現状です。以上です。 

 

■会長 

 ありがとうございました。基本目標４についてはまず委員からお願い
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いたします。 

 

■委員 

 全く些末なことなのですけれども、４８番の令和５年ＡＣＴの③なの

ですけれども、文章が途中までなのですよね。③について相談件数の増

加に対してというその次が何と書いてあるか教えていただけたらと思

います。 

 

■会長 

 何ページとおっしゃいましたか。 

 

■委員 

 ４８／１３２のブルーのカラーになっているところの改善の③です。 

 

■会長 

 わかりました。では事務局から補足していただいてよろしいでしょう

か。でもこれ改行になってしまって自動番号を振っているから④とつい

てしまったのかもしれませんね。 

 

■事務局 

 純粋に途中で作業が止まってしまった形となりますので、次回までに

埋めて回答したいと思います。申し訳ありません。 

 

■会長 

 では次回を補足していただくということでよろしくお願いいたしま

す。他にいかがでしょうか。委員。 

 

■委員 

 同じ４８番のところです。この中で実施内容の令和５年の④「自立支

援協議会と連携し施設入所者に対してアンケート調査を実施した」、そ

の下が「自立支援協議会と連携し、精神科病院入院患者に対するアンケ

ートを開始した」というこの２つのアンケート調査の結果は出ているの

でしょうか。例えば今までいただいているものの中に調査したものも入

っているようですが、そのことを意味しているのかどうか、結果があれ

ば教えていただきたいと思いました。別途何か資料があれば教えていた

だきたいと思います。 
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■事務局 

 申し訳ありません。アンケートの結果についてはこちらには載せてい

ない状況となっております。自立支援協議会でアンケートを作成し、令

和５年度に入所者に対してアンケートを実施しております。また令和５

年度に精神科病院入院患者に対するアンケート作成し、これは年度の終

わり頃から各医療機関に１件ずつ連絡をしながら実施を始めたところ

でありまして、一斉に全病院にではなく、実際に面接が出来るペースで

ということで少しずつ調査範囲を広げているような状況でございます。

数字につきましては本日こちらの会場には持ってきておりませんので

また改めてお伝え出来ればと思います。以上です。 

 

■委員 

 よろしくお願いいたします。 

 

■会長 

 では次回結果を教えていただけるということでよろしくお願いしま

す。他にいかがでしょうか。委員。 

 

■委員 

 ５１ページの８２番ですね。市の方からご指摘いただいた計画相談の

話になりますが、前々回ぐらいに何度かお話をさせていただいたのです

けれども、事業内容自体が全ての障害福祉サービス利用者に対して計画

を作るというふうなことなのかなと思っていて、そこがたぶんどうやっ

ても△と言いますか、１００％にならないと△というのは若干異常と言

いますか難しいのではないかなと感じています。自立生活センター等で

は特にセルフプランの重要性みたいなことは何度か指摘させていただ

いていて、相談支援が必要な方と相談支援を入れなくても自分でセルフ

コーディネートが出来るような方がいて、そういうふうになっていくこ

とが相談支援の質を考えていく上で一番重要なのではないかなと個人

的に思っているので、１００％にならないと○にならないというのはこ

の計画自体は直せないのですが、今後修正する必要があるのかなという

ふうに思っています。一応その事業内容とかも見てみると、相談支援の

初任者研修修了者が前年度に比べると少し上向いているというところ

は評価に値するのかなということを感じるので、必ず△になってしまう

のは改善していけないかなと思います。以上です。 
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■会長 

 ありがとうございました。サービス等利用計画を希望する全ての人と

いう言い方だったら良いですかね。希望しない方は自分で作りたいとい

う人ももちろんいらっしゃるでしょうから、そこは計画を変えることに

なってしまうので今回は出来ませんけれども、次回に向けてはこの辺り

の表現は変更した方が良いかもしれません。もう１つが先ほどのそうし

ますと数字が出るのでしょうか、サービス利用者の内どのぐらいの割合

の人がサービス等利用計画の作成をされているとか、先ほど委員が１０

０％とお話があったのでじゃあ何％なのだろうという。そこの数字が事

務局はわかりますでしょうか。 

 

■事務局 

 計画相談の導入の数につきましては毎年４月と１０月に数を出して

いるのですが、本日は持って来ていない状況です。だいたい大人と子供

を合わせて５０％前後ぐらいとなっていて、希望される方に手が届いて

いない状況となっています。 

 

■会長 

 ありがとうございました。既に集計しているということですよね。 

 

■事務局 

 ただ希望してらっしゃる方の数字については取れていない状況なの

と希望する方が使えていないというところは現場レベルで探していら

っしゃる方、見つけられない方がいらっしゃるというところでの肌感覚

となっております。 

 

■会長 

 ただどのぐらいの方が策定しているかという割合は出ているという

ことでよろしいですよね。では次回この数字を教えていただいてよろし

いでしょうか。他にいかがでしょうか。委員。 

  

■委員 

 事業番号５６番です。質問が２つあるのですけれども１つ目はここに

あるピアカウンセリング、障害当事者の方が相談員となるというもので

すけれども、身体・知的はありますが精神が入っていない理由ですね。

これはやろうとしたけれども、精神はどうしてもならないということな
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のかどうかの理由。２つ目に令和５年度のところのあけぼの、ふらっと

というところで相談件数が令和３年度からずっと０件になっています。

人数的にも０人。相談員の方は身体６人、知的の方が２人いらっしゃる

のだけれども継続して３か年０件のまま。それはＡＣＴの方にも言及さ

れていますが、０でずっと来ている背景は何なのか。単に周知すれば上

がっていくのか、数字は出てくるのかというところはいかがでしょうか。

私で息子のことを考えてもピアカウンセリングというのは結構効果が

あるというような印象を持っておりまして、精神も相談員になれば相談

件数として上がっていくのかなというような印象もあって尋ねました。

よろしくお願いします。 

 

■会長 

 ありがとうございました。では事務局からお願いします。委員、何か

ご発言したいですか。では委員からどうぞ。 

 

■委員 

 ピアカウンセリングというもので一応聴覚・視覚それから身体・知的

というところで声を掛けさせていただいて、相談を受けるということを

あけぼのの広報誌に載せるとか、なかなかその人に聞きたいという相談

というのはなかなかないというのが現状で、去年会長にも言われたこと

があるのですけれども、そういうのを待っているというよりは何か企画

をしないとそれは増えていかないのではないかというご意見もいただ

いて検討はしているのですけれども、ピアカウンセリングというピアカ

ンになってもらう資格というのもなかなか難しいということあるので

はないかとか、検討中ではあります。 

 

■会長 

 精神の人が入っていない理由というのもお尋ねがあったと思うので

すがそちらは何かありますか。委員、お願いします。 

 

■委員 

 そうですね。プラザは元々ピアカウンセリングの方の相談員が来ても

らっていないので検討した方が良いのだろうなと、地域活動支援センタ

ー事業をやっていてお互いにいらした方同士で悩みを聞き合ったりと

か、アドバイスしたりはしているのでそういうことはあるのですけれど

も、専門的な委員がやっていらっしゃるピアカウンセリング講座を受け
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た卒業生の方に来てもらったりということはないので、いろいろどうい

う形にしていったら良いのかなというのは検討していけたらと考えて

おります。以上です。 

 

■会長 

 はい。委員どうぞ。 

 

■委員 

計画として精神を排除しているというわけではないという理解でよ

ろしいのですね。 

 

■委員 

 私は思っていますが、市の方はどうなのでしょう。 

 

■会長 

 では事務局にそこは確認した方が良いということですか。事務局はい

かがですか。精神のピアカウンセリングをやらないというふうにしてい

るわけではないという理解で良いでしょうかという質問ですけれども。  

 

■事務局 

特に精神の方にピアを準備していないというわけではないと思うの

ですけれども、現時点で精神のピアの活動をこちらで出来ていない理由

というところがはっきりとお伝え出来ないので、お調べして回答したい

と思います。 

 

■会長 

はい。どうぞ。 

 

■委員 

ありがとうございます。わかりました。今後の方の話はやってはいけ

ないことになっているので過去の話だけにしておきますけれども、やる

べきだと僕は思っているのですが、それは未来の話として今日はやりま

せん。ただ評価のチェックとして予算も使って相談員も設けて増やして、

しかしながら過去３年間ずっと０件のままで、○で良いのかというのは

若干疑問も感じます。大きな２つがあって相談員を増やす、それ５０％

では実働しているか、それは０となれば△という印象も私は持っておる
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のでございますけれども。以上です。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。ではこれは△にした方が良いという

ご提案。 

 

■委員 

 私はそう思います。皆さんのご意見を。 

 

■会長 

 はい。いかがでしょうか。評価の修正ですけれども。「ピアカウンセラ

ーの育成を支援します」と書いてあって精神にピアカウンセラーは結果

としては育成出来なかったということになりますので、全く○というの

は少し言いづらいかなという感じはします。 

 

■委員 

 今後に繋げたいので。 

 

■会長 

 そうですよね。 

 

■委員 

 はい。 

 

■会長 

 はい。委員、どうぞ。 

 

■委員 

ピアカウンセラーとは直接関係しないかもしれないのですけれども、

最近ピアサポーター制度というのが盛んに増えていて府中市でも、私も

今年受けたのですけれども、結構たくさんの方が活動されていたりする

ので、この計画ではピアカウンセラーというところなので難しいのです

けれども、今後はそういう意味ではやはりサポート制度とかいろんなこ

とを活用すれば、拡充していくのかなというふうに思っているのでここ

の評価をどうするかというのは状況によって。僕自身は他の知的、身体

の方は増えているのですか。とりあえずやっているということであれば
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仕方ないかなと思うのですけれども、今後は確かに拡大していく必要と

いうのはあったと思います。以上です。 

 

■会長 

はい。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。そうするとこ

こは皆さん揃って△ということだったのでどうしましょう。私このＡＣ

Ｔのところの表記をもう少し工夫したらどうかと思うのですよね。委員

のご趣旨も要するに次に繋げたいということだと先ほどおっしゃって

いたので、委員もおっしゃっていましたけれどもいわゆるピアカウンセ

リングというと１対１の、要するに自立生活センターが行ってきたピア

カウンセリングということはどうしてもイメージにあると思うのです

けれども、いわゆるセルフヘルプグループみたいな形でピアサポーター

を養成してみんなで集まって話し合いをするとか、そういったことが非

常に効果的だということも言われていますよね。そういうところも含め

て少しはイメージを広げて活用していくというふうなことを少しＡＣ

Ｔのところに記述したらどうかと思うのですが、いかがでしょうか。は

い。委員。 

 

■委員 

私そういうことであれば○で結構です。このＡＣＴのところに、更に

精神も含めて拡大していくこととそれからより相談件数の増加に努め

ていくとかですね、言葉を入れていただければ私は十分です。 

 

■会長 

はい。ありがとうございます。よろしいですか。セルフヘルプグルー

プの活用も含めてとか何か少し具体的なことを書いてあると、次の時に

評価をしやすいと思いますので、ではＡＣＴのところを修正していただ

くということでよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。次

の時にそれが出来ていなかったらその時は少し評価を考えましょうと

いうことで他にいかがでしょうか。はい。委員、どうぞ。 

 

■委員 

今の議論で少し似ているのですが、５１の相談支援の充実のところで

そのＡＣＴのところが引き続き周知を実施する方策を検討していくで

ずっと△のまま続けている状況を、同じＡＣＴでまた次△というのはこ

の流れでいうと何も変わってないでまた△というふうになると思うと、
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やはりここでアイデア出しをするわけにはいかないんでしょうけれど

も、ＡＣＴのところに何か改善がないとここは本当になかなか変わって

いかないのかなとそういう意味でここの記載はこれで良いのかな、かと

言ってこうというのがあるわけではないのですが、はい。すみません。 

 

■会長 

でも何か具体的な提案をしていただけるとこういうのを言ってほし

いということで事務局も助かったのではないかと思うので、次回まで少

し考えていただいてよろしいでしょうか。 

 

■委員 

はい。 

 

■会長 

ではここは保留ということでまた次回、数字も教えていただけるとい

うことですのでここはＡＣＴについても次回少し具体的なご提案をい

ただきたいと思います。他にいかがでしょうか。はい。委員どうぞ。 

 

■委員 

 事業番号５９。ページ数も５９です。これも事実関係を伺いたのです

が、ホームページ上の閲覧数のヒット数がずっと過去３年間減ってきて

おります。Ｒ３とＲ５を比べると半分以下になってきています。この減

っている理由というのは何か教えていただくことは可能でございまし

ょうか。 

 

■会長 

ではここは事務局もし何か理由がおわかりだったら教えていただけ

たらと思います。 

 

■事務局 

減っている具体的な理由については把握していない状況です。以上で

す。 

 

■会長 

何か１つ思い当たるのはコロナが明けてみんな外に出てくるので、あ

まり家でホームページ見なくなったと、全く推測ですけれども。委員ど
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うぞ。 

 

■委員 

私が感じたのは内容が変わっていないことでして、あまり面白味がな

いとかですね内容の工夫が必要なのかなと、もし挙げるのであればＡＣ

Ｔのところに内容の更なる改善、あるいは興味の引くような内容を盛り

込んでいく方法で工夫するとか努力するとかいうのを書き入れていた

だいた方が良いかなと思いました。 

 

■会長 

はい。ありがとうございます。はい。どうぞ。 

 

■事務局 

広報紙については月３回発行から月２回の発行ということで発行回

数が減っているところの原因はあるのかなというふうに思っているの

ですが、それが直接的な理由に繋がっていたというところは把握出来て

いないという状況になっています。以上です。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。 

 

■委員 

 はい。 

 

■会長 

 はい。委員。 

 

■委員 

関連していたのだと思うのですけれども、ＳＮＳとか府中市で結構取

り組まれているのでそのデータは入らないのではないかと、どうなのか

確認出来ればと思います。ＳＮＳにアクセスしたとかはホームページの

カウントとはたぶん違うのではないかなと。 

 

■会長 

はい。事務局いかがでしょうか。 
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■事務局 

はい。そうですね。ＳＮＳはカウントされないとは思うのですが、あ

とスマートフォンの方でも専用のアプリというよりはＰＤＦとかでも

開くと読み上げをしてくれるとか、必ず特定の決まったアプリを開かな

くてもそれに類するような機能が付いているものもあるので、そこまで

深掘りは出来ていないのですけれども、ただその情報を必要としている

人の数自体は変わっているわけではないのかなと思うので、何らかの形

で今の状況にあった情報の得方をしていただけているのではないかと

いうふうには思っております。以上です。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。これはテキストデータ版のホームペ

ージの閲覧回数ということですよね。そして委員おっしゃったみたいに

別にテキスト版ではなくても読み上げてくれるということになると、む

しろそちらの方のアクセス件数が増えているかもしれないということ

も考えられるということですかね。これなかなか難しいですね。質問に

対するお答えは以上でよろしいですか。 

 

■委員 

ここの辺は事実的なことになるので、むしろそのホームページの閲覧、

時代の趨勢と共にホームページよりみんなＳＮＳで取っているよとい

うことであれば、それはそれで結構なのでむしろ誤解を誘わないように

閲覧数というものが、意味がなくなってくるのであればそれは抜いても

構わないのかなと思います。以上です。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。委員、何か手を挙げようとされまし

た。 

 

■委員 

 いや特には。 

 

■会長 

 大丈夫ですか。 

 

■委員 
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 はい。 

 

■会長 

 委員。何か。 

 

■委員 

 大丈夫です。 

 

■会長 

 大丈夫ですか。では時間も大分経過してきましたけれども、続きまし

て基本目標５についてお願いいたします。 

 

■事務局 

 目標５については３つの事業がございます。１つ目が事業番号７７番 

の「未利用都有地等の有効活用」についてです こちらの事業は東京都の

住宅施策・福祉施策等における施設整備・移転等に伴い生じる未利用都

有地等を有効活用出来るよう要請します」という事業です。令和５年度 

につきましては東京都からの募集がなかったため、未実施というところ

で×の評価になっております。もう１つが事業番号１００番になりまし

て「重度身体障害者（児）住宅設備改善事業」になります。こちらにつ

きましては日常生活用具給付事業として、住宅改修で屋内移動設備の設

置に対して助成を実施するというものになっております。こちらの評価

については×となっております。３つ目が事業番号１２５番の「医療的

ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置【新

規】」になります。こちらの事業内容としましては「医療的ケア児に対す

る支援のための地域づくりを推進することを目的とする、関連分野の支

援を調整するコーディネーターを配置します」というものになっており

ます。こちらにつきましては評価が△となっております。以上です。 

 

■会長 

１２５と１００の×と△の理由を教えていただけますか。１００と１

２５。１００が×でしたよね。これ理由がわからないですよね。なぜ×

なのか。あと１２５がなぜ△なのか。 

 

■事務局 

申し訳ございません。１００番の事業につきましては平成２８年度か
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ら戻っていただいて８０番の「日常生活用具の給付」の中の住宅設備の

改善事業というところに組んだ形で、事業実施しているところがござい

ましてこういった関係で評価としては×というふうにしているのです

けれども、少しいろいろお話しして何か正確には－というか、この１０

０という番号が実際的には８０の方で評価を一緒にしてしまっている

という認識を持ってもらえればなというふうに思っております。 

 

■会長 

 だから事業としては８０に統合された。 

 

■事務局 

そうですね。はい。１２５につきましては基本目標６の方のエリアに

なってしまったのですけれども、後ほどこちらは伝えさせていただきま

す。 

 

■会長 

 これはご説明がフライングだったということですね。 

 

■事務局 

はい。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。こちらについてご質問、ご意見があ

りましたらお願いいたします。委員、どうぞ。 

 

■委員 

６８、ページ数８５、「訪問入浴サービス」のことなのですが、実利用

者数が年々減っているのですよね。２７、２５、２４という形で人数が

減っているなと思うのですけれども、これは評価が○なので下がってい

るのは○で良いのかなというのが疑問でした。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。事務局いかがでしょうか。実績が下

がっているけど○の理由ということですね。 

 

■委員 
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 内容的には提供すればＯＫみたいな感じなので問題がないと思うの

ですけれども。 

 

■事務局 

訪問入浴サービスにつきましては希望によって登録をしていただい

ている制度になるのですけれども、実利用者数につきましては例えば入

院とか、施設に入所してとか、一時的に入浴サービスを違うところで提

供を受けるというケースもありまして、そういった形の中で人数が増減

するような事業になっております。基本的には登録いただいた方につい

ては利用いただいているような状況がありますので、そういったところ

を考えまして○という評価をさせていただいております。以上です。 

 

■会長 

はい。委員。 

 

■委員 

訪問入浴については重度の方の訪問入浴やるためにご支援をしてい

たりするのですけれども、実際には事業所が１つしかなくて入ろうと思

っても、２週間に１回しか来れないとか、いっぱいいっぱいですという

状況があり、本当は希望する人がなかなか入れていないというのが現状

かなというふうに思います。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。確かにだいたい８００回を２４人で

分け合ったら、１人４０回は入れない年間。 

 

■委員 

 使えていない方がいる。希望しても。 

 

■会長 

 だからそもそも平均して年間４０回ということは月に換算したら３

回ぐらいということになりますが、週に１回も訪問入浴が行かれていな

い。それでそこに更に新たな希望者がいても受けきれなくなっていると

いうことなのですか。なるほど。では事務局はその辺の実態については

いかがでしょうか。希望者が利用しきれていないのではないかというご

意見なのですが。 



44 

 

■事務局 

少しお待ちいただいてもよろしいですか。まず入浴事業につきまして

は回数が決まっていまして年に４８回の利用というふうになっており

まして、登録者数が限定的ではありますので一応入った回数、入った日

にちとかも利用者さん毎に記録をさせていただいている状況もあるの

ですけれども、やはり毎度入らない、ずっと入り続けない方もいらっし

ゃるというのも実態としてはありますし、ただ実際使っている方などか

ら入れないので事業者数を増やしてほしいとかというのは、ご意見は直

接市の方にはいただいていないというような状況となっております。以

上です。 

 

■会長 

 あと地域に希望の人がいても受けきれなくなっているということで

すか委員。 

 

委員 

 そうですね。 

 

■会長 

 そういった実態についてはいかがでしょう。 

 

■事務局 

具体的にそういった課題感というのは市としては持っていない状況

にはなっておりますし、また事業者の方にも委託事業しておりますので

そういったような体制で運営をしているのかということも含めて、改め

て確認はしたいと思うのですが、これまで市の方にそういったところの

話というのは来ていないという状況にはなっております。以上です。 

 

■会長 

 委員、どうぞ。 

 

■委員 

上まで上がってなかったのだなというのが少し残念です。もう１事業

所ぐらいに増やしてくださいということは私の方でもご要望したこと

があるので、ここで議論することではないかと思いますけれども。 
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■会長 

これは市の方が申し込みを受け付けて、業者さんの方にお願いすると

いうそういうことで良いのですか。 

 

■委員 

 そうです。 

 

■会長 

 そうするとでも市の方は新しい人が入れないという認識はないとい

うお話でしたけれども、市の方にはまだ申し込んでないということで良

いですか。委員。 

 

■委員 

１事業所では足りないのでというお話はしたことがあります。 

 

■会長 

 利用者さんが市の方に使いたいという申し込みをまだしていないか

ら、市の方はそういった実態は把握してないということになると思うの

ですけれども、市の方に行ったけれども利用出来ないと言われてしまっ

たということだったのでしょうか。委員がご存知の事例で言いますと。 

 

■委員 

訪問入浴が出来る人というのは限定されていて、その方がまず登録を

しないと訪問入浴が出来なくて登録をしたらその後、その事業所に風呂

に浸かりたいのですけれどもというふうにお願いをします。その時にも

ううちはいっぱいなので、待ってもらっていますというような回答が来

ることがあるので。 

 

■会長 

そうすると登録は出来ていると、だけれども実際には来てもらえてい

ない。そういうことですか。 

 

■委員 

 そうです。 

 

■会長 
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そうすると市の方は、登録はしているけれどもその後の業者さんの方

の対応が十分に出来ていない。だけどその実態を市の方は把握出来てい

ない。そういうことになりますか。 

 

■委員 

 そうですね。 

 

■会長 

 ということのようですが、業者さんからそういった要望に応えきれて

いないですというような報告は上がっていないのでしょうか。 

 

■事務局 

もしかすると入浴の事業もいくつかあるので、この訪問入浴事業なの

かどうかというのがあるのですけれどもそうではない。 

 

■委員 

 はい。 

 

■事務局 

また具体的な状況をお伺いしてもよろしいですか。 

 

■会長 

そうですね。 

 

■事務局 

 事業所からは直接そういったお話は受けていないというのが、今まで

の状況だったという認識でしたので。 

 

■会長 

 わかりました。では委員の認識と市の方が把握している認識に食い違

いがあるみたいなのでそこは少し摺り合わせをしていただいて、不足し

ていれば確かに○というのは評価として適切ではないかなと思います

ので、これも次回検討させていただいてよろしいでしょうか。それまで

に少しすり合わせしていただいてよろしいですか。はい。他にいかがで

しょうか。はい。委員。 
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■委員 

番号９６。これは「入院・入所中の方の地域移行のため、グループホ

ームの体験利用を行います。」という事業が事業内容になっていて、令和

３年、４年は２３人、７人、令和５年には１２人と、これは精神科病院

の入院者で捉えているのでしょうか。それで体験利用者１２名は令和５

年でいて、実際に体験なので試泊というか何日か病院から外出届を出し

てグループホームに入居して体験するという内容だと思うのですけれ

ども、この１２名体験しただけで前後の令和３年から４年も３０名いら

っしゃるのですけれども、退院された方というのはいますか。 

 

■会長 

では体験利用された後に実際に退院した方がいらっしゃるかどうか 

ということですね。 

 

■委員 

はい。 

 

■会長 

はい。ではもし事務局把握されているようでしたらお願いします。 

 

■事務局 

こちらの体験利用数は体験希望として支給決定をしてご利用になっ

た方の人数でして、必ずしも精神科病院からの体験利用という方には限

らない数となっております。 

 

■委員 

ではどういう障害の方になりますか。 

 

■事務局 

精神障害の方、身体障害、知的障害の方の区別なく、体験利用という

形でのサービスの支給決定を受けた方という形。 

 

■委員 

ではその中で精神障害の方はどのくらいいますか。 

 

■事務局 
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この状況では数が出せないのと後、重複の方も最近多いですので純粋

に精神疾患の方という形で出すのが、個人は追えない数字となっており

ますので難しいと思います。 

 

■委員 

はい。わかりました。ではこれは障害ということ全てが入った人数で

病院からということですよね。 

 

■事務局 

最近病院にも限っていない状況ですので、自宅からグループホームに

移る方も含まれている数字となっております。 

 

■委員 

入院・入所中の方々と入っていたものですから、地域移行ということ

なのでそれとは限っていないということですね。では全くその病院との

関係もなく、病院も入っていたかもしれないし自宅からもあるかもしれ

ないしという人数と総合で全ての障害者で良いのでしょうか。 

 

■事務局 

こちら入院・入所中の方に限ったグループホームの体験利用の数では

なく、グループホーム、共同生活援助を使いたいという方の体験利用の

数となっておりますので、そのようになっております。申し訳ございま

せん。 

 

■会長 

体験利用の支給決定者数ということで良いのですよね。 

 

■事務局 

 さようでございます。 

 

■委員 

 限ったことではないということもわかったので良いです。ありがとう

ございます。 

 

■会長 

 よろしいですか。はい。委員。 
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■委員 

ページ数は１０５でございます。「自立支援医療・医療費助成の充実」 。

これは自立支援医療においては精神の当事者の家族といたしましては、

総合支援法の上では通院、デイケア、それから訪問看護だけが対象にな

っていて、身体、知的の方はその障害に関わる治療を要する入院も支給

対象になっているというふうに私は理解しております。ところが精神に

ついては医療保護入院というように当事者にとっては強制的に入院さ

せられるものも、一般医療保険による３割負担を強いられているという

ことで、非常に不満の大きいところでございます。ですから国に対して

は自立支援医療費については、入院も対象にしてくれということが１点

我々国に対してやっていること、医療費の助成については東京都の丸障

だと思いますが、皆さんご存知の通り心身障害者医療費助成制度ですけ

れども、現在これは身体、知的は手帳１級だけではなく２級も対象にさ

れているにも関わらず、精神は手帳１級に限られているという我々の立

場からすると差別されている意識を持っており、これは我々も都に対し

ては要請を引き続きやっております。そういう意味では府中市において

も国・東京都へそれぞれ要請していただいていることにまず感謝申し上

げたいと思います。ここで質問ですがここのＲ５の方にも毎年度同じこ

とを書かれております。「都に寄せられている要望や検討状況の確認を

行った。」。それでは都の方から現在丸障について精神について１級だけ

ではなくて、手帳２級にまで拡充してくれというような我々の要望をも

し府中市の方から伝えていただいているのであれば、都の方の説明状況

はいかがでございましょうか。回答は。 

 

■会長 

では事務局からお願いいたします。 

 

■事務局 

こちらは東京都に寄せられている要望の状況、東京都の方から市の方

で情報が流れているものについて改めて確認させていただいて、具体的

なお話もありましたのでその部分がそういった中にも入っているか、次

回またご報告させていただければと思います。 

 

■委員 

ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。この点は今後毎

年同じふうに努力していただいていると思うので○になっていますけ
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れども、前進がないというところで都を動かすために例えば、他の市町

村と一緒にタイアップして圧力を加えていくとかということもしなく

てはいけないと思いますので、そういうところもＡＣＴに盛り込んでも

いいのかなと私は思っておるところです。以上です。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。確認を行ったと過去形になっていま

すから行った結果について教えていただけたらと思います。他にいかが

でしょうか。はい。委員。 

 

■委員 

次回で良いのですけれども、９６番、９７番辺りになるのですけれど

もグループホームや施設入所に関わって、基本目標は「安心して地域生

活を送るための仕組みづくりの推進」というふうに考えるとこの地域生

活というのは要するに住み慣れたとか、ご本人が選択したとか、そうい

うイメージになるかというふうに勝手な解釈もしてになりますけれど

も、要するにぜひ次回でもお知らせいただきたいのは他の都道府県のグ

ループホームとか施設に、府中の支給決定で入っている方がどれくらい

いるか、要するにグループホームも利用出来ている、施設も利用出来て

いるのだけど実は他県ですというような方の数はどれくらいなのかと

いうのを、あるいはそれが実は増えているとかいうことだと数としては

増えているのだけど果たして安心して地域生活を送れているというこ

とにはなるのかなということもあると思うので、その辺の数がもしわか

れば次回ぜひご報告いただけると良いと思います。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。これは居住地特例の対象になってい

ますからたぶん数字は市の方は把握されていると思いますので、次回教

えていただくということでよろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。

はい。委員、どうぞ。 

 

■委員 

９７番なのですけれども、入所支援は減らしていくという目標がある

中で減っていないところ、人数が減っていないので○で良いのだろうか

というのが数字的にあります。あと調べておいてほしいことなのですけ

れども、７７番の東京都の住宅施策とか、福祉施策というところで今回
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も東京都からの募集がなかったため、未実施で×なのですけれども今東

京都はそれを積極的に行っているのかどうか、東京都が福祉事業者に貸

していたものも貸しませんと言っている事例もあるということなので、

この事業自体があるのかどうかの確認をしていただけると良いかなと

いうふうに思います。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。では先の施設入所支援の部分ですけ

れども、ここについては報酬について請求に基づき給付を行ってという

計画になっているから給付を行ったら〇で、障害者計画や障害福祉計画

を見ると、ここは入所者が減っていないので×という評価になっている

のですよね。だからそちらの方の評価になるのではないかと思います。

それでよろしいでしょうか。委員。 

 

■委員 

 はい。大丈夫です。 

 

■会長 

 では先ほどの未利用地については今もこの事業があるかどうか、もし

事務局でわかりましたらお願いします。 

 

■事務局 

 こちらも東京都の事業が継続されているか確認させていただいて、ま

た状況をお伝え出来ればと思います。以上です。 

 

■会長 

わかりました。他にいかがでしょう。よろしいですか。 

 

（発言者なし） 

 

■会長 

はい。そしたら目標５が終わったところでもう時間も過ぎてしまって

いまして、次回もう１回検討出来るということなので今日はここまでで

もよろしいですか。中途半端ですけれども目標６は次回に回して大丈夫

でしょうか。でないと半ぐらいになってしまうと思うので。 
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■事務局 

次回の審議の前に先ほどの法定雇用率の状況だけお伝えさせいただ

ければと思うのですけれども。 

 

■会長 

 はい。ではお願いします。何番。 

 

■事務局 

４２番の法定雇用率の達成状況ということで、令和３年度が市の雇用

率が１．７１％で、法定雇用率が２．５％、令和４年度が１．７０％、

法定雇用率が同じく２．５％、令和５年度が２．１％、法定雇用率が２．

６％となっております。この状況でまた次回ご審議の参考にしていただ

ければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

■会長 

はい。ありがとうございました。一応数字はご報告いただいたという

ことで評価については次回検討したいと思います。はい。委員。 

 

■委員 

 先ほど地方自治体の法定雇用率２．８ということで申し上げたのです

が、令和６年４月からさらに０．２上がって３．０になっているようで

すので、どんどんまた差が開いている感じはするのですが、令和５年の

評価なので良いのですけれども、現状でいうともう地方自治体の法定雇

用率が３．０に令和６年の４月からからはなっているようです。修正し

て訂正いたします。 

 

■会長 

令和５年度２．６％。 

 

■委員 

８ではないですかね。２．８のような気がするのですけれども。 

 

■会長 

 事務局いかがですか。 

 

■事務局 
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市のホームページを確認して法定雇用率２．６％の記載があったので

お伝えしてしまったのですが。 

 

■委員 

 厚労省でいうと２．８だったと思うのですが、ごめんなさい。もはっ

きりした記憶で情報ではないですが。 

 

■会長 

 ではそこも含めて次回またご確認いただいてよろしいでしょうか。２．

８だったような。そこは法律ですから確認すればわかると思いますので。

はい。それでは計画の進捗状況の確認は以上で、次回は目標６と障害福

祉計画と障害児福祉計画の進行管理をしたいと思います。それと会議が

終わる前に１点だけこれも次回に向けてということなのですけれども、

以前に府中市内の通所の施設で虐待があったというようなことが新聞

記事に出たと思うのですよね。それで実は昨日だったと思うのですけれ

ども、共同通信からインターネットにかなり長文の記事が出まして、そ

の法人で第三者委員会を作って報告書を作成したものを入手したとい

うそういった内容で、皆さんも検索すればきっとネットで確認していた

だけると思うのですけれども、その中で取り上げられているのが７年間

府中市に通報があったのに、その実態が放置されていたのではないかと

いうことを一番問題視しているのですよね。これについては計画の作成

に直接関わるということではないかもしれないのですけれども、ただそ

ういった報道がなされたことを全く僕の中で取り上げずに済ますとい

うのは変かなと思いまして、次回市の方にも新聞記者の一方的な情報し

か今のところは私も知り得ないので、市の方からもこの間の経緯はどう

だったのかというようなご説明を次回していただけたらなと思うので

すが、皆さんいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。では次回

事務局の方からこの辺のご説明をいただけたらと思います。ということ

で以上ですね。すみません。進行が悪くて全部終わらなくて申し訳なか

ったですが、私の方の進行は以上で終わりにさせていただきまして事務

局の方で最後お願いしたいと思います。 

 

５．その他 

 

■事務局 

最後に議事の５といたしまして２点ございます。１点目につきまして
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は先ほどの当事者の追加の件をお伝えしたのですけれども、あと同じよ

うに前回委員からご意見いただいておりました傍聴者への情報保障に

ついてですが、傍聴の申し出は協議会の前日までの事前申し込み制とな

っておりますので、傍聴の申し出の際にご要望があった場合には手話通

訳の配置などを行っていきたいというふうに思います。また市のホーム

ページの傍聴募集の記事などに手話通訳の配置が出来る旨などの記載

をさせていただいて周知していきたいというふうに思います。最後に２

点目といたしまして第３回次回の協議会の開催ですが、２月１２日水曜

日の午前１０時から同じ場所で開催したいと思いますので、委員の皆様

にはご出席のほどよろしくお願いいたします。後日開催案内の方を通知

させていただきます。事務局からは以上となります。 

 

■会長 

はい。それでは会議は終了とさせていただきます。皆さんどうもお疲

れ様でした。ありがとうございました。 

 


